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本月報に関する照会は、日本銀行政策委員会室（03-3277-1987〈直通〉）までお寄せください。

※　日本銀行はインターネットによる情報提供を行っており、日本銀行
　作成の最新の論文や金融・経済データのほか、日本銀行の概要などを
　ご覧頂けます。
　・ホームページアドレス　http://www.boj.or.jp/

※　本月報の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合（引用は

　含まれません）は、予め日本銀行政策委員会室までご相談ください。

　　引用・転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。

本月報は古紙を含有する用紙を使用しています。
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　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･貸出支援基金等の延長に関する件（12月17・18日）

　本委員会は、平成27年12月17・18日の金融政策決定会合において、貸出支援

基金等の延長について、下記のとおりとすることを決定した。

記

　「貸出増加を支援するための資金供給」、「成長基盤強化を支援するための資金

供給」、「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション」および

「被災地企業等にかかる担保要件の緩和措置」について、受付期間を1年間延長

すること。
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◆･日本銀行適格担保の拡充に関する件（12月17・18日）

　本委員会は、平成27年12月17・18日の金融政策決定会合において、日本銀行

適格担保の拡充について、下記のとおりとすることを決定した。

記

　「量的・質的金融緩和」のもとでの長期国債買入れに伴って金融機関が保有す

る適格担保が減少していることを踏まえ、外貨建て証書貸付債権を適格担保と

するほか、金融機関の住宅ローン債権を信託等の手法を用いて一括して担保と

して受け入れることを可能とする制度を導入すること。
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◆･長期国債買入れの平均残存期間の長期化に関する件（12月17・
18日）

　本委員会は、平成27年12月17・18日の金融政策決定会合において、長期国債

買入れの平均残存期間の長期化について、下記のとおりとすることを決定した。

記

　長期国債のグロスベースでの買入れ額が増大することが見込まれることから、

買入れを柔軟かつ円滑に実施するため、平均残存期間を現在の7年〜10年程度か

ら、7年〜12年程度に長期化すること。2016年１月から実施すること。
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◆･J - REITの買入限度額の引き上げに関する件（12月17・18日）

　本委員会は、平成27年12月17・18日の金融政策決定会合において、J‐REITの

買入限度額の引き上げについて、下記のとおりとすることを決定した。

記

　現在、J‐REITについては、銘柄別の買入限度額を当該銘柄の発行済投資口の

総数の「5％以内」としているが、市場における発行残高との対比でみた日本銀

行の保有残高が増加していることから、これを「10％以内」に引き上げること。
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◆･新たなETF買入れ枠の設定に関する件（12月17・18日）

　本委員会は、平成27年12月17・18日の金融政策決定会合において、新たな

ETF買入れ枠の設定について、下記のとおりとすることを決定した。

記

　ETFの買入れについて、現在の年間約3兆円の買入れに加え、新たに年間約

3,000億円の枠を設け、「設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業」の株

式を対象とするETFを買入れること。当初は、JPX日経400に連動するETFを買入

対象とし、この施策の趣旨に合致する新規のETFが組成された場合には、速や

かに買入対象に加えること。新たな枠によるETF買入れは、日本銀行が買入れ

た銀行保有株式の売却開始に伴う市場への影響を打ち消す観点から、2016年4月
より開始すること。
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◆･成長基盤強化支援資金供給の拡充に関する件（12月17・18日）

　本委員会は、平成27年12月17・18日の金融政策決定会合において、成長基盤

強化支援資金供給の拡充について、下記のとおりとすることを決定した。

記

　成長基盤強化支援資金供給における適格投融資として、現在の18項目に、「設

備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業」を追加するとともに、本項目の

投融資について、手続きを簡素化すること（税制上の優遇措置の対象となって

いる企業に対する投融資を適格とするなどの措置を講じること）。
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◆･金融市場調節方針の決定に関する件（12月17・18日）

　本委員会は、平成27年12月17・18日の金融政策決定会合において、次回金融

政策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすることを決定した。

記

　マネタリーベースが、年間約80兆円に相当するペースで増加 

するよう金融市場調節を行う。
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◆･資産買入れ方針の決定に関する件（12月17・18日）

　本委員会は、平成27年12月17・18日の金融政策決定会合において、資産の買

入れについて、下記の方針とすることを決定した。

記

1．　長期国債について、保有残高が年間約80兆円に相当するペースで増加する

よう買入れを行う。ただし、イールドカーブ全体の金利低下を促す観点から、

金融市場の状況に応じて柔軟に運営する。買入れの平均残存期間は、本年中

は7年〜10年程度、来年からは7年〜12年程度とする。

2．　ETFおよびJ-REITについて、保有残高が、それぞれ年間約3兆円、年間約900
億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。

3．　CP等、社債等について、それぞれ約2.2兆円、約3.2兆円の残高を維持する。
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◆･「当面の金融政策運営について」の公表に関する件（12月17・
18日）

　本委員会は、平成27年12月17・18日の金融政策決定会合において、当面の金

融政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2015年11月18、19日開催分）
に関する件（12月17・18日）

　本委員会は、平成27年12月17・18日の金融政策決定会合において、金融政策

決定会合の議事要旨（2015年11月18、19日開催分）注1）を承認した。

　

注1 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（12月24日公表）。
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（２）通常会合関係

◆･「株式買入等基本要領」の一部改正等に関する件（12月17日）

　本委員会は、平成27年12月17日、「株式買入等基本要領」の一部改正等につき

下記のとおりとし、（別紙）のとおり公表することを決定した。

記

1．　「株式買入等基本要領」（平成14年10月11日決定）注2）を別紙1.のとおり一部

改正すること。

2．　「株式の処分の指針」（平成19年7月31日決定）注3）を別紙2.のとおり一部改

正すること。

3．　1.の実施に関し、日本銀行法（平成9年法律第89号）第43条第1項ただし書

きおよび同法第61条の2の規定に基づき、財務大臣および金融庁長官に認可を

申請すること。

4．　改正後の1.および2.の諸規程の実施日は、3.の認可を受けた日とすること。

5．　「日本銀行業務方法書」（平成10年3月24日決定）注4）を、3.の認可が得られ

ることを条件に、別紙3.のとおり一部変更すること。

　

注2 ）　「株式買入等基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参

照ください。

注3 ）　「株式の処分の指針」の全文については、インターネット・ホームページをご参照

ください。

注4 ）　「日本銀行業務方法書」の全文については、インターネット・ホームページをご参

照ください。
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◆･平成28年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えの
ための引受けに関する件（12月22日）

　本委員会は、平成27年12月22日、平成28年度中に償還期限の到来する本行保

有国債の借換えのための引受けについて、下記のとおり決定した。

記

　平成28年度中に償還期限の到来する本行保有国債（以下「償還期限到来国債」

という。）の借換えのための引受け（以下｢借換引受け｣という。）にかかる取扱

いについて、「対政府取引に関する基本要領」（平成11年3月26日決定）注5）2．の

規定に基づき、償還期限到来国債のうち、利付国債額面総額8兆円について、割

引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。

　

注5 ）　「対政府取引に関する基本要領」の全文については、インターネット・ホームペー

ジをご参照ください。
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◆･政策委員会月報（平成27年11月）に関する件（12月22日）

　本委員会は、平成27年12月22日、政策委員会月報（平成27年11月）を承認し

た。
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　2．報告事項

●2015/9月末における本行バランスシートの状況（企画局）

●レポ取引等のデータ収集に向けた国際的な議論とわが国の
　取り組み（金融市場局）

●2015年度上期の本行システムの運行状況（システム情報局）

●2016年度IT投資計画（案）（システム情報局）

●企業物価指数・2015年基準改定の基本方針（調査統計局）注）

●平成27年度上期中の保有外貨資産の管理状況（国際局）

●金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告
　（金融機構局）

　

注 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（12月16日公表）。
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